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口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う 

農林水産省の対応 

 

今般、平成 22 年 12 月 24 日付け 22 消安第 7709 号及び 12 月 27 日付

け 22 消安第 7732 号をもって農林水産省消費・安全局動物衛生課長から

別添写しのとおり通知がありましたので、貴会関係者に周知方お願いし

ます。 

なお、このたびの通知は、①韓国での口蹄疫の拡大及び国内における

野鳥の高病原性鳥インフルエンザ感染確認の続発に伴い、年末・年始を

迎えるに当たり、従来からの措置に加え、畜産関係者の海外渡航の自粛、

野生動物等と家畜の接触回避、管理者以外の者の農場への入場制限、消

毒の徹底等について、②また、口蹄疫については韓国では、12 月 25 日

からワクチン接種を開始したが、12 月 27 日現在で、63 件（豚：12 件、

牛：51 件）の発生があり、台湾でも、12 月 24 日に台湾政府から OIE

に対し豚で続発している旨の通報が確認されたことについて、それぞれ

畜産関係者（畜産農家と接する耕種農家等を含む。）をはじめ関係機関・

団体へ周知し、口蹄疫等の侵入防止に万全を期すよう、各都道府県畜産



主務部長に求めたので、本会に対して家畜防疫の重要性を十分理解の上、

本会会員等に対する周知とともに適切な対応についての指導が依頼され

たものです。 

 

 本件内容の問合せ先 
 日本獣医師会事業担当 駒田 
 TEL 03－3475－1601 






























